
神戸常盤アリーナ 新料金表（2025年４月１日～）

（１）専用利用（土日祝）の利用料金

開館時刻か
ら12時まで

13時から17
時まで

18時から閉
館時刻まで

開館時刻か
ら17時まで

13時から閉
館時刻まで

開館時刻か
ら閉館時刻
まで

開館時刻か
ら12時まで

13時から17
時まで

18時から閉
館時刻まで

開館時刻か
ら17時まで

13時から閉
館時刻まで

開館時刻か
ら閉館時刻
まで

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

全部利用 23,300 31,100 35,100 54,400 66,200 89,500 25,600 34,200 38,600 59,800 72,800 98,400

一部利用 12,200 16,300 18,300 28,500 34,600 46,800 13,400 17,900 20,100 31,300 38,000 51,400

全部利用 23,300 31,100 35,100 54,400 66,200 89,500 25,600 34,200 38,600 59,800 72,800 98,400

一部利用 8,300 11,000 12,400 19,300 23,400 31,700 9,100 12,100 13,600 21,200 25,700 34,800

全部利用 41,900 55,900 62,900 97,800 118,800 160,700 46,100 61,500 69,200 107,600 130,700 176,800

一部利用 22,000 29,300 33,000 51,300 62,300 84,300 24,200 32,200 36,300 56,400 68,500 92,700

全部利用 41,900 55,900 62,900 97,800 118,800 160,700 46,100 61,500 69,200 107,600 130,700 176,800

一部利用 14,800 19,900 22,200 34,700 42,100 56,900 16,300 21,900 24,400 38,200 46,300 62,600

5,000 6,700 7,500 11,700 14,200 19,200 5,500 7,400 8,300 12,900 15,700 21,200

7,400 10,000 11,200 17,400 21,200 28,600 8,100 11,000 12,300 19,100 23,300 31,400

4,000 5,200 6,000 9,200 11,200 15,200 4,400 5,700 6,600 10,100 12,300 16,700

3,200 4,200 4,700 7,400 8,900 12,100 3,500 4,600 5,200 8,100 9,800 13,300

3,800 5,000 5,700 8,800 10,700 14,500 4,200 5,500 6,300 9,700 11,800 16,000

2,000 2,600 3,000 4,600 5,600 7,600 2,200 2,900 3,300 5,100 6,200 8,400

Ａ 2,900 3,800 4,300 6,700 8,100 11,000 3,200 4,200 4,700 7,400 8,900 12,100

Ｂ 1,500 2,100 2,400 3,600 4,500 6,000 1,700 2,300 2,600 4,000 4,900 6,600

1,300 1,900 2,100 3,200 4,000 5,300 1,400 2,100 2,300 3,500 4,400 5,800

Ａ-1（A） 2,900 3,800 4,300 6,700 8,100 11,000 3,200 4,200 4,700 7,400 8,900 12,100

A-2（B） 3,500 4,400 5,300 7,900 9,700 13,200 3,900 4,800 5,800 8,700 10,600 14,500

A-3（C） 2,900 3,800 4,300 6,700 8,100 11,000 3,200 4,200 4,700 7,400 8,900 12,100

1,100 1,400 1,700 2,500 3,100 4,200 1,200 1,500 1,900 2,700 3,400 4,600

体育・スポーツ
に利用する場
合

入場料その他これに類する
ものを徴収する場合

研修室

創作室

和室会議室

区分

現在の料金 2025年４月１日からの料金

プール（１コースにつき）

入場料その他これに類する
ものを徴収しない場合

多目的室

小ホール

体育室

体育・スポーツ
に利用する場
合

文化活動等に
利用する場合

文化活動等に
利用する場合

多目的
ホール

特別会議室

格技室

会議室

【備考】
１　「一部利用」とは、３階及び４階の観覧席以外の施設の利用をいう。
２　営業行為に利用する場合は、上記に掲げるそれぞれの額又は３により算出したそれぞれの額の２倍に相当する額とする。
３　多目的ホール、小ホール、体育室、多目的室又は格技室を平日に利用する場合は、上記に掲げるそれぞれの額の範囲内で規則で定める額とする。
４　「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日以外の日をいう。
５　小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒（これらに準ずる学校の児童及び生徒を含む。）並びに就学前の者のために多目的ホール、体育室、多目的室又は格技室を利用する場合は、上記に掲げるそれぞれの額又は３により算出し
たそれぞれの額の２分の１の額とする。
６　テレビジョン又はラジオの中継放送を伴う利用の場合は、上記に掲げるそれぞれの額又は３若しくは５により算出したそれぞれの額に、テレビジョンの中継放送にあっては10,000円、ラジオの中継放送にあっては5,200円を加算した額とする。
７　多目的ホールを準備又は後始末のために利用する場合は、上記に掲げるそれぞれの額又は３若しくは５により算出したそれぞれの額の10分の３の額とする。
８　多目的ホールを舞台練習のために利用する場合は、上記に掲げるそれぞれの額又は３若しくは５により算出したそれぞれの額の10分の７の額とする。
９　多目的ホールを体育・スポーツに利用する場合（一部利用に限る。）又は体育室を利用する場合で、その面積の２分の１以下の面積を利用するときは、上記に掲げるそれぞれの額又は３若しくは５により算出したそれぞれの額の２分の１の額
とする。
10　７、８又は９により算出した額に50円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはその端数を50円とする。



（２）共同利用の利用料金

 １人１回につき　300円  １人１回につき　300円

 １人１回につき　300円  １人１回につき　300円

 １人１回につき　300円  １人１回につき　300円

１人１回につき　500円 １人１回につき　550円

１人１回につき　650円 １人１回につき　700円

（３）多目的ホール等を平日に専用利用する場合の利用料金

開館時刻か
ら12時まで

13時から17
時まで

18時から閉
館時刻まで

開館時刻か
ら17時まで

13時から閉
館時刻まで

開館時刻か
ら閉館時刻
まで

開館時刻か
ら12時まで

13時から17
時まで

18時から閉
館時刻まで

開館時刻か
ら17時まで

13時から閉
館時刻まで

開館時刻か
ら閉館時刻
まで

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

全部利用 18,600 24,900 28,100 43,500 53,000 71,600 20,500 27,400 30,900 47,900 58,300 78,800

一部利用 9,800 13,000 14,700 22,800 27,700 37,500 10,800 14,300 16,200 25,100 30,500 41,300

全部利用 18,600 24,900 28,100 43,500 53,000 71,600 20,500 27,400 30,900 47,900 58,300 78,800

一部利用 6,600 8,800 9,900 15,400 18,700 25,300 7,300 9,700 10,900 17,000 20,600 27,900

全部利用 33,500 44,700 50,300 78,200 95,000 128,500 36,900 49,200 55,300 86,100 104,500 141,400

一部利用 17,600 23,500 26,400 41,100 49,900 67,500 19,400 25,900 29,000 45,300 54,900 74,300

全部利用 33,500 44,700 50,300 78,200 95,000 128,500 36,900 49,200 55,300 86,100 104,500 141,400

一部利用 11,800 15,900 17,800 27,700 33,700 45,500 13,000 17,500 19,600 30,500 37,100 50,100

4,000 5,400 6,000 9,400 11,400 15,400 4,400 5,900 6,600 10,300 12,500 16,900

5,900 8,000 9,000 13,900 17,000 22,900 6,500 8,800 9,900 15,300 18,700 25,200

3,200 4,200 4,800 7,400 9,000 12,200 3,500 4,600 5,300 8,100 9,900 13,400

2,600 3,400 3,800 6,000 7,200 9,800 2,900 3,700 4,200 6,600 7,900 10,800

小ホール

体育室

多目的室

格技室

区分

現在の料金 2025年４月１日からの料金

多目的ホー
ル

入場料その他これに類する
ものを徴収しない場合

文化活動等に
利用する場合

体育・スポーツ
に利用する場
合

入場料その他これに類する
ものを徴収する場合

文化活動等に
利用する場合

体育・スポーツ
に利用する場
合

格技室

トレーニング室

【備考】
１　「１回」とは、体育室、多目的室又は格技室を利用する場合にあっては開館時刻から12時まで、13時から17時まで又は18時から閉館時刻までのそれぞれの間の利用をいい、プール又はトレーニング室を利用する場合にあっては開館時刻から
閉館時刻までの間の利用をいう。
２　プール及びトレーニング室を利用する場合は、１人１回につき950円とする。
３　小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒（これらに準ずる学校の児童及び生徒を含む。）並びに就学前の者が体育室、多目的室、格技室又はプールを利用する場合は、上記に掲げるそれぞれの額の２分の１の額とする。
４　回数券によって利用する場合の回数券１冊（11枚つづり）の額は、上記に掲げるそれぞれの額の10倍に相当する額とする。
５　定期券によってプール又はトレーニング室を利用する場合の定期券の額は、上記に掲げるそれぞれの額の18倍に相当する額とし、その有効期間は、３月とする。
６　定期券によってプール及びトレーニング室を利用する場合の定期券の額は、２に定める額の18倍に相当する額とし、その有効期間は、３月とする。
７　３により算出した額に50円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはその端数を50円とする。

体育室

現在の料金

プール

多目的室

区分 2025年４月１日からの料金



（４）附属設備の利用料金

グランドピアノ（A） １台につき7,500円 １台につき8,300円

グランドピアノ（B） １台につき5,000円 １台につき5,500円

鉄棒 １台につき500円 １台につき550円

つり輪 １組につき500円 １組につき550円

平行棒 １台につき500円 １台につき550円

跳馬 １台につき500円 １台につき550円

あん馬 １台につき500円 １台につき550円

段違い平行棒 １台につき500円 １台につき550円

平均台 １台につき500円 １台につき550円

跳馬用助走路 １組につき300円 １組につき300円

踏切板 １枚につき100円 １枚につき100円

移動式バスケット台 １対につき1,500円 １対につき1,700円

バレーボール用支柱（ネットを含む。） １組につき500円 １組につき550円

テニス用支柱（ネットを含む。） １組につき500円 １組につき550円

バドミントン用支柱（ネットを含む。） １組につき300円 １組につき300円

卓球台（サポートネットを含む。） １台につき300円 １台につき300円

卓球用スクリーン １台につき50円 １台につき50円

柔道用畳 １畳につき50円 １畳につき50円

得点表示装置 １対につき3,200円 １対につき3,500円

24秒・30秒ルール装置 １対につき500円 １対につき550円

審判台 １台につき200円 １台につき200円

得点板 １台につき200円 １台につき200円

対戦表示板 １台につき200円 １台につき200円

その他の器具等 １個につき100円 １個につき100円

１台１回につき1,600円 １台１回につき1,800円

１台１回につき800円 １台１回につき850円

１台１回につき500円 １台１回につき550円

暖房設備（多目的ホール） １時間につき15,700円 １時間につき17,300円

暖房設備（体育室） １時間につき5,400円 １時間につき5,900円

冷房設備（多目的ホール） １時間につき10,500円 １時間につき11,600円

冷房設備（体育室） １時間につき3,700円 １時間につき4,100円

持込み電気器具用コンセント １キロワットにつき250円 １キロワットにつき250円

持込み器具１式につき2,100円 持込み器具１式につき2,300円

持込み器具１式につき3,200円 持込み器具１式につき3,500円

持込み器具１式につき5,200円 持込み器具１式につき5,700円

（５）講座料金

体育室を利用する講座 １人１講座につき6,300円 １人１講座につき6,900円

プールを利用する講座 １人１講座につき12,500円 １人１講座につき13,800円

研修室を利用する講座 １人１講座につき12,500円 １人１講座につき13,800円

トレーニング室を利用する講座 １人１講座につき10,500円 １人１講座につき11,600円

【備考】
小学校の児童及び中学校の生徒（これらに準ずる学校の児童及び生徒を含む。以下同じ。）並びに就学前の者が受講する場合は、上記に掲げるそれぞれの額の２分の１の額とする。

その他
持込み電気器具用コンセント（録音器具を持込
む場合）
持込み電気器具用コンセント（録画器具を持込
む場合）

持込み電気器具用コンセント（ミキシングセットを
持込む場合）

【備考】
１　ピアノの調律は、利用者が行うこと。
２　冷房設備又は暖房設備を利用する場合において、利用の時間に１時間に満たない端数があるときは、これを１時間とする。
３　持込み電気器具用コンセントを利用する場合の１キロワットとは、持込み電気器具の定格消費電力量の１キロワットをいい、当該定格消費電力量の合計量に１キロワットに満たない端数があるときは、これを１キロワットとする。

区分 現在の料金 2025年４月１日からの料金

2025年４月１日からの料金

楽器

体育設備及び器具等

体操競技用設
備

駐車場

大型車（乗車定員30人以上又は車両総重量８ト
ン以上の自動車をいう。以下同じ。）
中型車（乗車定員11人以上30人未満又は車両
総重量４トン以上８トン未満の自動車をいう。以
下同じ。）
小型車（大型車及び中型車以外の自動車（自動
二輪車を除く。）をいう。以下同じ。）

区分 現在の料金


